
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

最終更新日：2026年2月19日
不二電機工業株式会社

代表取締役社長 八木　達史

問合せ先：取締役　執行役員　総務部長　下村　徳子

証券コード：6654

https://www.fujidk.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、当社を取り巻く全てのステークホルダーに対し、効率性及び透明性の高い経営を実現し、かつ、健全な企業経営を維持していくことによ
り、企業価値の最大化を図っていくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。

　それを実現するため、取締役会の機能を一層強化し、意思決定の迅速化及び業務執行の有効性・効率性を確保すること、企業価値を毀損する
リスクを最大限抑制するため監査等委員会や任意の指名・報酬等諮問委員会を設置し内部統制の充実を図ること、企業経営に関する正確な情
報を適時に開示することを基本方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　＜補充原則１－２④　議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳＞

　現在、議決権電子行使プラットフォームの利用は、当社の海外機関投資家比率や費用等を勘案し実施しておりません。なお、議決権行使の利便
性を高めるため、インターネットによる議決権行使を採用しております。

　招集通知の英訳につきましては、海外投資家の持株比率や情勢の変化等に応じて実施を検討いたします。

＜補充原則２－４①　中核人材の多様性の確保＞

　当社は、全従業員の指針となる「行動基準」に人権の尊重を謳い、毎年人権に関する研修を実施するなど、倫理観・道徳心を備えた人材の育成
に力を入れており、人権の尊重とはまさに多様性の尊重であると認識し、ダイバーシティの推進を行っております。その中で、女性の管理職の員数
及びチーフ職の割合については目標を定め当社ホームページにおいて開示しております。（https://www.fujidk.co.jp/profile/diversity.html）

　一方で、外国人及び中途採用者の管理職登用に関する方針や目標値については定めておりません。なお、当社は中途採用者が多く活躍してお
り、正規雇用社員に占める中途採用者の割合は約４割、管理職に占める中途採用者の割合は約６割となっております。

　当社は、ダイバーシティ推進活動により、女性のキャリア形成支援、働きがいのある職場環境の整備、育児休業取得率の向上などの仕事と家庭
の持続的な両立支援を実施しております。また、障がい者（チャレンジド）雇用を進め、それぞれの個性や能力を活かし、共に働く環境づくりを行っ
ています。今後、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針についても検討してまいります。

＜原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮＞

　当社は正規雇用社員への退職金給付に充当するため、確定給付企業年金制度を利用しております。確定給付企業年金での積立金の管理及び
運用は資産管理運用機関と契約を締結し、一般勘定での運用を委託しております。当社は、資産管理運用機関より定期的に運用実績等の報告
を受け、モニタリングを行っておりますが、運用を適切に監視できる専門性を有した人材の計画的な登用・配置は行っておりません。

＜補充原則３－１②．英語での情報開示＞

　当社は海外投資家の持株比率を踏まえ、決算短信の英訳版については当社ホームページにて開示しております（https://www.fujidk.co.jp/englis
h/ir/library/financial-information.html）が、その他については英文での開示は実施しておりません。今後、海外投資家の持株比率や情勢の変化
等に応じて実施を検討いたします。

＜補充原則４－２②　人的資本や知的財産への投資等＞

　当社は企業活動を行う上で、人材は最も重要な財産であり、また当社の製品の価値を高めるために産業財産権の取得の重要性は十分認識し
ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。

＜原則４－11．取締役会の実効性確保のための前提条件＞

　当社の取締役会は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役４名と、代表取締役１
名を含む社内出身の取締役５名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考
慮しており、ジェンダーの面では、１名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事
業規模・内容から、必要性が低いと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　＜原則１－４．政策保有株式＞

（政策保有株式に関する方針）

　当社は、取引先との関係の維持・強化及び情報収集の観点から、自社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した取引先の株式を必要な
範囲で取得・保有する。保有する上場株式について、毎年、発行会社に関する業績、経営計画等の情報をもとに、保有継続の適否や合理性を検
証し、保有する意義が認められない株式については、適宜売却等を行い、縮減する。



（政策保有株式の議決権行使基準）

　当社は、議決権の行使にあたって、国内金融機関が発表しているスチュワードシップ・コードを参考に、発行会社の中長期的な企業価値の向上
に資する議案については賛成、企業価値を毀損する議案については反対を表明する。

　＜原則１－７．関連当事者間の取引＞

　当社は、関連当事者との取引については、一般株主の利益保護の観点から原則として行わない方針でありますが、例外として取引が必要であ
る場合には、取締役会の承認を得なければならない旨を社内規程で定めております。また、年１回役員全員が関連当事者取引に関する調査票を
提出しており、取引の有無について監視しております。

　＜原則３－１．情報開示の充実＞

（１）企業理念、経営戦略と経営計画

　当社は企業理念として「真円の経営」を掲げており、企業の永続的発展には利益追求のみならず、製品力、人材力、社会への貢献などあらゆる
面でバランスがとれた健全な企業体であることを目指しております。

　企業理念の詳細については、当社ホームページにおいて開示しております。

　　　　https://www.fujidk.co.jp/profile/philosophy.html

　当社は経営の重点項目、３カ年の中期経営計画及び資本政策を定め、当社ホームページにおいて開示しております。

　　　　https://www.fujidk.co.jp/ir/plan.html

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　上記「１．基本的な考え方」に記載しております。

（３）取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

　代表取締役１名及び社外取締役４名で構成する指名・報酬等諮問委員会を設け、当該委員会において取締役の報酬等に関する基本方針、制
度、規則ついてその妥当性・合理性を審議いたします。取締役会は、指名・報酬等諮問委員会の意見を受けて最終的な決定を行います。

（４）経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

　代表取締役１名及び社外取締役４名で構成する指名・報酬等諮問委員会を設け、当該委員会において取締役候補者の選定、取締役の解任議
案、代表取締役及び役付取締役の指名及び解職に関して審議いたします。取締役会は、指名・報酬等諮問委員会の意見を受けて最終的な決定
を行います。　　

（５）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役候補者の個々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に記載しております。また、新たに代表取締役を指名する場合又は解任
する場合には、理由を開示いたします。

＜補充原則３－１③　サステナビリティへの取り組み＞

当社は、社会インフラに関わる企業として、廃棄物の削減・再資源化、工場への太陽光パネルの設置などによる地球環境に配慮した省資源・省エ
ネルギー施策の推進を行い、気候変動などの地球環境問題へ配慮した持続可能な事業活動を推進しております。また、働き方改革による労働時
間の削減、仕入先との公平・適正な取引関係の構築に努めております。当社は2022年６月に「SDGs宣言」（https://www.fujidk.co.jp/profile/sustai
nability.html）を当社ホームページにおいて発表しており、その基本方針に沿って、中期経営計画2027「新STEP50フェーズ1」において、当社の事業
活動に起因する温室効果ガスの排出量削減目標を決定いたしました。具体的な活動内容及び目標値は当社ホームページに掲載しております中
期経営計画に関する詳細資料（https://www.fujidk.co.jp/ir/library/mid-term_business_plan2027.pdf）に記載しております。

＜補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲＞

当社は業務執行の機動性確保と取締役会の監督機能強化を目的に、2016年４月26日をもって監査等委員会設置会社に移行し、経営方針、経営
計画、その他重要な事項については取締役会で決定し、それ以外の事項に関する決定は、定款及び法令の定めのある場合を除き、代表取締役
社長及び執行役員で構成する執行役員会に委任しております。

＜原則４－８．独立社外取締役の有効な活用＞　

　当社は、独立社外取締役を４名選任しており、その内３名が監査等委員である取締役であります。当社の社外取締役は、企業経営の経験者や
企業経営に不可欠な専門知識（法律・会計等）を有する者であり、その経験や知識に基づき独立した立場で取締役会を監督するとともに、経営者
への助言・提言を行っております。

　今後においても、当社が定める基準に基づき適正な社外取締役候補者を選任する方針であり、取締役会における社外取締役の員数の比率に
関する基準は設けておりませんが、現時点において３分の１以上の独立社外取締役を選任しております。

＜原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞

　下記のとおり、独立社外取締役の選任基準を定めております。

１．独立社外取締役は次の各号の要件を満たさなければならない。

(1)現在及び過去10年間（但し、就任の前10 年以内に当社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であった者はその就任前10 年間）におい

て当社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人（以下、「業務執行取締役等」と総称する。）でないこと。

(2)現在及び過去５年間、当社の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。）又は当該主要株主の親会社もしくは重要な子会社
の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人（以下、「役員等」と総称する。）でないこと。

(3)当社が現在主要株主である会社の役員等でないこと。

(4)当社を主要な取引先とする者（過去４年間のいずれかの事業年度において年間連結総売上高の２％以上の支払いを当社から受けた者。）又は
その親会社もしくは重要な子会社の業務執行取締役等でないこと。

(5)当社の主要な取引先である者（過去４年間のいずれかの事業年度において当社に対して、当社の直近事業年度における年間売上高の２％以
上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役等でないこと。

(6)当社から一定額（過去４年間の事業年度の平均で年間1,000 万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付

又は助成を受けている法人等の業務執行を担う理事もしくは役員等でないこと。

(7)当社から取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の役員等でないこと。

(8)現在及び過去３年間、当社の資金調達に必要不可欠である金融機関等の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の役員等でない
こと。

(9)現在及び過去３年間、当社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（もしくは税理士）又は監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パート
ナー又は従業員でないこと。

(10)弁護士、公認会計士又は税理士等であって、業務の対価として役員報酬以外に当社から直接金銭その他の財産上の利益（過去３年間で平均
年間1,000 万円以上）を得ていないこと。

(11)当社を主要な取引先（過去３事業年度の平均で、その法人の連結総売上高の２％以上の支払いを当社から受けた法人。）とする法律事務所、
監査法人、税理士法人その他の専門的サービスを提供する法人の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員でないこと。

(12)配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族が前各号に該当しないこと。

(13)その他、当社の一般株主全体との間で恒常的かつ実質的に利益相反が生じるおそれのないこと。



２．前項の各号に該当する場合であっても、人格、識見等に照らし当社の独立社外取締役として適当であると取締役会が判断した場合は、会社法
上の社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を充足していることを前提に、当該人物を当社の独立取締役とすることができ
る。但し、その場合、取締役会は当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明しなければならない。

３．当社において、現在独立取締役の地位にある者が独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が８年間を超えないことを要する。

＜補充原則４－11①　取締役会の構成、選任に関する方針、取締役のスキル＞

　当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、取締役会を弁護士、公認会計士、企業経営経験者であ
る社外取締役と、代表取締役の他に当社の業務に精通した社内出身の取締役で構成し、その規模については、業務執行の機動性向上及び取締
役会による監督及び監査等委員会による監査の実効性確保のために必要な員数とすることを基本方針としております。なお、社外取締役の内１
名（取締役　吉村良一氏）は企業経営の経験を有する者であります。

　取締役候補者の選定手続きに合わせて、経営戦略に照らして備えるべき知識・経験・能力等を特定し、各取締役候補者に期待するスキルを一
覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成いたしました。スキル・マトリックスは第67回定時株主総会招集ご通知の31ページに掲載しており、第6
7回定時株主総会招集ご通知は当社ホームページにおいて電子提供しております。（https://www.fujidk.co.jp/ir/meeting.html）

＜補充原則４－11②　取締役の兼職状況＞

　当社の取締役における他の上場会社役員の兼任はございません。

＜補充原則４－11③　取締役会の実効性評価＞

　取締役会は、取締役に対するアンケートにより、１年間（2025年１月期）の取締役会全体の実効性について、(1)構成、(2)決定事項・報告事項、(3)
運営方法、(4)取締役会外の体制・活動、(5)リスク評価と攻めのガバナンスの５項目に分けて評価を行いました。その結果、取締役のトレーニング
の機会の確保について課題があり、次世代の経営層の育成について具体的な進捗がみられないという意見がありました。取締役会の実効性向
上のため改善に取り組んでまいります。

＜補充原則４－14②　取締役のトレーニングの方針＞

　当社は、取締役がその職責を果たすために必要な会社の事業・財務・組織等に関するトレーニングを適宜実施します。また、取締役に在任中そ
れぞれの職務を果たすために必要となる自己研鑽や自己啓発を行うことを奨励し、個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供を行うとと
もに、その費用を負担します。

＜原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針＞

　当社は、下記のとおり方針を定め、取締役会の承認を得ております。

（基本的な考え方）

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、株主との建設的な対話を重視し、信頼関係の構築に努める。

（対話の統括責任者と対応部署）

　株主との建設的な対話は、代表取締役社長をはじめとする経営陣が行い、経営管理部門統括役員をその統括責任者とする。なお、株主の希望
があれば社外取締役との対話の機会を設ける。

　総務部はＩＲ活動全般を担当し、経営陣との有機的な連携を通じて、株主との建設的な対話を促進する。また、対話の申込にあたっては、総務部
が窓口となり、面談の目的や内容等を総合的に判断し、合理的な範囲で適切に対応する。

（対話の方法）

　株主との建設的な対話は、個別面談以外に、機関・個人投資家向け会社説明会や株主懇談会等を行い、当社の経営方針や事業内容への更な
る理解を得るとともに、株主との意見交換を積極的に行う。

（対話における社内へのフィードバック）

　株主との建設的な対話によって把握した意見等は、経営管理部門統括役員が取締役会や執行役員会に報告する。

（対話におけるインサイダー管理の方策）

　株主との対話にあたっては、「インサイダー取引防止規程」に基づき、インサイダー情報の漏洩防止に努める。また、ディスクロージャーポリシー
を当社のホームページに公表し、公正かつ公平な適時開示を行う。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

　2024年３月12日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示いたしました。当該文書は、当社ホームページ（https:
//www.fujidk.co.jp/ir/news/pdf/oshirase20240312-1.pdf）にて公表しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（初回）

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

2024年３月12日付で「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について 」を開示しております。

（https://www.fujidk.co.jp/ir/news/pdf/oshirase20240312-1.pdf）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】



氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

藤本　豊士 847,430 15.84

公益財団法人藤本奨学会 650,000 12.15

京都中央信用金庫 150,000 2.80

株式会社京都銀行 132,080 2.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 73,500 1.37

ＭＭ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ株式会社 72,500 1.35

不二電機工業従業員持株会 61,317 1.14

大塚　歓一郎 59,500 1.11

日本生命保険相互会社 56,200 1.05

藤本　遼平 50,670 0.94

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式のうちには、信託業務に係る株式25千株が含まれております。

２．当社は自己株式1,112千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記大株主の状況から除いております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 1 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 19 名



定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

吉村　良一 他の会社の出身者

佐賀　義史 弁護士

伊原　友己 弁護士

西　健晴 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉村　良一 　 ○ ―――

企業経営者としての経験及び見識をもとに独
立した立場から取締役の職務執行を監督する
ことにより、取締役会の機能強化が期待でき、
今後も当社社外取締役として職務を適切に遂
行して頂けるものと判断しております。

〈独立役員指定理由)

独立役員の属性として東京証券取引所が定め
るいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定
める独立社外取締役の選任基準を満たしてい
ることから、一般株主と利益相反を生じる恐れ
はないものと判断いたしました。



佐賀　義史 ○ ○ ―――

判事及び弁護士としての専門的な知識や経験

を有し、その知識と経験が、実効的な監査及び

取締役会運営の適正性の確保に資するものと

期待でき、今後も当社社外取締役として職務を

適切に遂行して頂けるものと判断しておりま

す。

〈独立役員指定理由)

独立役員の属性として東京証券取引所が定め
るいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定

める独立社外取締役の選任基準を満たしてい
ることから、一般株主と利益相反を生じる恐れ

はないものと判断いたしました。

伊原　友己 ○ ○ ―――

弁護士及び弁理士としての専門的な知識や経
験を有し、その知識と経験が、実効的な監査及
び 取締役会運営の適正性の確保に資するも

のと期待でき、今後も当社社外取締役として職
務を適切に遂行して頂けるものと判断しており
ます。

〈独立役員指定理由)

独立役員の属性として東京証券取引所が定め
るいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定
める独立社外取締役の選任基準を満たしてい
ることから、一般株主と利益相反を生じる恐れ
はないものと判断いたしました。

西　健晴 ○ ○ ―――

公認会計士としての専門的な知識や経験を有
し、その知識と経験が、実効的な監査及び取締

役会運営の適正性確保に資するものと期待で
き、当社社外取締役として職務を適切に遂行し
て頂けるものと判断しております。

〈独立役員指定理由)

独立役員の属性として東京証券取引所が定め
るいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定
める独立社外取締役の選任基準を満たしてい
ることから、一般株主と利益相反を生じる恐れ
はないものと判断いたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、総務部の人員を通常業務と兼務し必要に応じて配置しております。なお、常勤監査等委員を置
き、他に監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置いておりません。

　上記使用人は、通常業務を行うとともに、必要に応じ監査等委員会の指示に従いその職務を行います。

　上記使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事評価、懲戒等人事に関する事項の決定については、監査
等委員会の同意を得ることとしております。

　上記使用人は監査等委員会に係る業務に優先して従事し、当該業務においては監査等委員会の指示のみに従います。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況



１．内部監査

　社長直轄の内部監査室を設置し、各部署における内部統制が適切に整備され、かつ有効に運用されていることの確認を行うため、業務監査及
び内部統制監査を順次実施しております。また、社長の命令による特別の監査の他、必要に応じて、リスクの高い特定の業務に絞って監査する場
合もあります。

　内部監査の結果は、社長及び取締役会に対し行います。

　当社の内部監査室の員数は現在１名であります。

２．監査等委員会監査

　常勤監査等委員は、定例の取締役会、執行役員会に出席する他、製品企画会議等社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査室と
連携して各部署の監査を行い、監査の実効性を高めております。

　監査等委員会は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと、取締役の業務執行全般にわたって、監査を実施してお
ります。

３．会計監査人との連携

　会計監査人は、監査等委員会及び内部監査室と緊密に連携し、監査計画に基づく効果的かつ効率的な監査を実施しております。

　また、監査の結果の報告以外に、期中において必要な情報の交換や意見の交換を適宜行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等諮問委
員会

5 0 1 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬等諮問委
員会

5 0 1 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスにおいて、透明性及び客観性を確保し、コーポレートガバナンスをより一層強化することを目的
に指名・報酬等諮問委員会を設置しております。指名・報酬等諮問委員会は、任意の機関であり、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っ
ております。

　指名・報酬等諮問委員会では、１）取締役候補者の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、２）代表取締役、取締役社長の選定・解職

３）執行役員の選任・解任、４）取締役、執行役員の報酬等に関する基本方針、制度、規則の策定、５）経営者の承継計画及び経営者層の育成計
画その他取締役会より諮問を受けた事項につき、審議し答申しております。

　第67期は５回開催し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬基準等、取締役・執行役員候補者の選任、代表取締役や役付取締役の
選任、後継者育成計画等について審議し、必要な決議を行いました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

１．当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

２．当社は「独立社外取締役選任基準」を定め、独立社外取締役の選定に際しては恣意性を排除しております。

　　独立社外取締役選任基準については、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の＜原則４－９．独立社外取締役の独立性判

　断基準及び資質＞をご参照ください。

３．当社は、指名・報酬等諮問委員会を設置しており、独立取締役候補者の選定にあたっては、当該諮問委員会での審議を行い、最終的に取締

　役会で決定しております。

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

＜譲渡制限付株式報酬制度＞

　第60回定時株主総会（2018年４月24日開催）の決議により、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式
報酬制度を導入しております。基本報酬とは別枠で、年額50百万円以内、当該制度のために発行又は処分する当社普通株式を年100,000株以内
としております。

　また、本制度の導入に伴い、株式報酬型ストックオプション制度は、既に付与済みのものを除き、廃止いたしました。

＜役員賞与＞

　業績連動報酬（賞与）は、本業での利益を示す営業利益等を指標とし、当該指標の達成率に応じて役職及び職責別に算出する基準を定めてお
り、各事業年度において、報酬基準に従い報酬額を取締役会により決定しております。業績連動報酬等（賞与）の支給は各事業年度につき１回と
しておりますが、第67期においては実績が営業利益（3段階）等の所定の基準を満たさなかなかったため、業績連動報酬（賞与）はございませんで
した。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

１．2025年１月期の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　　・取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）６名の報酬等の総額は、59,790千円（基本報酬54,810千円、

譲渡制限付株式報酬4,980千円）であります。

　　・監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）２名の報酬の総額は、12,000千円（基本報酬）であります。

　　・社外取締役５名の報酬等の総額は、13,920千円（基本報酬）であります。

　　

　　（注）１．取締役の報酬限度額は、第58回定時株主総会（2016年４月26日開催）において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は年額

　　　　　150百万円（うち、社外取締役は20百万円）以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査等委員である取締役は年額30百万円以内

　　　　　と決議されております。

　　　　　　また、第60回定時株主総会（2018年４月24日開催）において、年額150百万円以内の報酬枠とは別枠にて、取締役（監査等委員である

　　　　　取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬の報酬限度額を年額50百万円以内と決議されております。

　　　　　　なお、株式報酬型ストックオプション制度は、第60回定時株主総会（2018年４月24日開催）の時をもって、既に付与済みのものを除き、

　　　　　廃止いたしました。

　　　　 ２．上記の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）には、2024年４月24日開催の第66回定時株主総会終結の時を

　　　　　　もって退任した取締役１名を含んでおります。当該取締役１名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役を退任した後、

　　　　　　監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に就任したため、報酬等の額につきましては、取締役在任期間分は取締役（監査等

　　　　　　委員である取締役及び社外取締役を除く。）に、監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）在任期間分は監査等委員である

　　　　　　取締役（社外取締役を除く。）に含めて記載しております。

　　　　　 ３．上記の 監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）には、2024年４月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任

　　　　　　した監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）１名を含んでおります。当該監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）１名

　　　　　　につきましては、同株主総会の終結の時をもって監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）を退任した後、取締役（監査等委員

　　　　　　である取締役及び社外取締役を除く。）に就任したため、報酬等の額につきましては、監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）

　　　　　　在任期間分は監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）

　　　　　　在任期間分は取締役 （監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に含めて記載しております。

　　　　　４．上記の社外取締役には、2024年４月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名を含んでおります。

２．役員ごとの報酬等の総額

　　報酬等の総額が１億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。

３．使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの

　　2025年１月期は使用人兼務取締役（４名）に対して、使用人分給与（含む賞与）として35,786千円を支給しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、予め代表取締役１名及び社外
取締役（監査等委員である取締役を含む。）４名で構成する指名・報酬等諮問委員会（委員長：社外取締役）で審議を経た上で、取締役会において
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役職及び職責に応じた報酬等に関する基準（以下、報酬基準という。）を決定し、その報酬基準に従
い、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、個人別の報酬額を決定しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値最大化に対する意欲を高めるため、固定報酬（基本報酬及び譲渡制限付株式報
酬）と業績連動報酬等（賞与）で構成しており、報酬基準において、固定報酬は役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを考慮し、基本報酬
と譲渡制限付株式報酬とに按分した金額を定めております。

　なお、基本報酬は月例定額としております。

　業績連動報酬等（賞与）は、報酬基準において、本業での利益を示す営業利益等を指標とし、当該指標の達成率に応じて役職及び職責別に算
出する基準を定めており、各事業年度において、報酬基準に従い報酬額を取締役会により決定しております。業績連動報酬等（賞与）の支給は各
事業年度につき１回としており、当事業年度においては、実績が営業利益（3段階）等の所定の基準を満たさなかなかったため、業績連動報酬（賞
与）はございませんでした。　

　固定報酬のうち、非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）は、株式の直接保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として
おり、報酬基準において役職及び職責に応じた報酬を定めております。非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）の支給は各事業年度につき１回とし
ております。

　なお、すでに付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。

　監査等委員である取締役の報酬は、報酬基準によって、月例定額である基本報酬のみで構成されており、監査等委員である取締役の協議によ
り決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役会の開催に際しては、事前に資料を配布し、より効率的に議論を行える体制を整えております。

　新任の社外取締役には、当社の事業について理解いただくため、当社の工場の見学や製品の説明をする機会を設けております。

　また、取締役会には執行役員も出席し、適時業務執行に関する報告を行うなど、随時必要な情報提供を行なっております。

　監査等委員である社外取締役に対しては、内部監査室及び総務部の人員が監査に必要な情報を提供するなど、適時要求に応じて補佐を行っ
ております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社におけるコーポレート・ガバナンスは、経営の重要事項に関する意思決定及びその監督機関としての取締役会、執行機関としての代表取締
役、業務執行機関としての執行役員会、監査機関としての監査等委員会による構成を基盤としております。

　また、取締役や執行役員の人事に関する事項及び報酬等に関する基本方針や規則の策定にあたっては、代表取締役及び社外取締役で構成さ
れる指名・報酬等諮問委員会において審議し、答申された意見をもとに取締役会において決定しております。

a. 取締役会

　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は現在５名で、うち１名は社外取締役であります。

　　　また、監査等委員である取締役は４名であり、うち３名は社外取締役であります。

　　　取締役会は、定例取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の報告及び決議を行うとと

　　　もに、取締役の職務執行を監督しております。

　　　2025年１月期においては、16回取締役会が開催され、全ての取締役が出席しております。

b. 監査等委員会

　　　監査等委員会は、定例監査等委員会を毎月１回開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要

　　　な提言を行うことで、経営の透明性と客観性を確保してまいります。

　　　2025年１月期においては、12回監査等委員会が開催され、全ての監査等委員が出席しております。

c. 執行役員会

　　　当社の執行役員の員数は現在５名であります。執行役員は、取締役会が決定した経営の基本的な方針、計画及び戦略に沿って業務執行に

　　　あたっております。

　　　執行役員会は、経営の基本的な方針、計画及び戦略に沿って執行役員が業務執行するにあたり、取締役と執行役員が重要な案件に関する

　　　施策を審議するため、毎月１回開催しております。

d. 独立監査人

　　　当社は、有限責任監査法人トーマツに会計監査を委嘱しております。有限責任監査法人トーマツは、会計監査人として独立の立場から財務

　　　諸表等に関する意見表明をしております。

　　　2025年１月期において、会計監査業務を執行した公認会計士は、木戸脇美紀氏１名のほか、17名の補助者（公認会計士３名を含む）となって

おります。

e. 指名・報酬等諮問委員会



　　　指名・報酬等諮問委員会は、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に、取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセ

　　　スにおいて、透明性及び客観性を確保し、取締役会に答申をしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、コーポレート・ガバナンスの考え方として、「全てのステークホルダーに対し、効率性及び透明性の高い経営を実現し、かつ健全な企業
経営を維持していくことにより、企業価値の最大化を図っていくこと」を基本としております。

　第58回定時株主総会（2016年４月26日開催）において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日
付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

　監査等委員会設置会社への移行は、１）取締役会において議決権を有する監査等委員が取締役会での議論・決議に参加することで、取締役会
の職務執行に対する監督機能がより一層強化されること、２）監査等委員を含め社外取締役が増えるため、取締役会での議論・判断に社外取締
役の豊富な経験や専門的な知識に基づく客観的な意見がより反映されることになること、３）監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行なえる
体制となること、などの理由から当社のコーポレートガバナンスの強化に資すると判断したためであります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　法定期日より１日早く発送しております。

　なお、2025年４月24日に開催しました第67回定時株主総会においては、

　同年４月２日より当社ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトにおいて

　招集通知を掲載いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 　インターネットによる議決権行使を可能としております。

その他

　当社では、株主総会は株主との重要なコミュニケーションの場であり、信頼構築の場で
あるとの認識のもと、株主が質問しやすいよう総会の議事設営ならびに質疑応答の時間
を十分にとるなどの議事運営方法を採用しております。

　また、当社では、議決権行使の促進ならびに業務執行の透明性の維持・向上を重要課
題と位置づけ、当社を取り巻く全てのステークホルダーに対し、経営方針の公表、業績の
開示、招集通知、社会・環境に対する取り組みを自社ホームページで発信する等、企業活
動全般にわたる公平でタイムリーな情報開示に努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　投資家向け広報活動を通じて、株主及び投資家の皆様に公平かつタイム
リーな情報開示を行い、当社の事業内容や経営戦略等に対するより一層のご
理解をいただけるよう努めることを目的に、当社ホームページにおいて情報開
示に関する様々な法的規制、開示条件を整理し、ディスクロージャーポリシー(
情報開示基本方針）を作成し公表しております。

IR資料のホームページ掲載
　財務情報（決算短信、有価証券報告書、決算説明資料等）、財務指標、株価
情報、株主情報（招集通知、事業報告書等）、電子公告等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　総務部

その他
　機関投資家からの個別の要請に応じて面談や説明会を随時実施しておりま
す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、株主をはじめ、広く社会からの支持を得るため、積極的に企業としての社会的責
任を果たすため、当社及び従業員の行動規範として「行動基準」及び「行動基準ガイドライ
ン」を制定しております。

　また、役員・従業員、派遣社員及び取引先から社外の弁護士に通報できる社外窓口を設
置し、法令違反行為を防止、早期発見できる体制を整備しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社では、ISO9001、ISO14001の認証を取得し、その規格に基づいて全社的な品質及び
環境マネジメントシステムを構築・運用しております。

　また、海外規格の認証取得にも積極的に取り組んでおります。スイッチや端子台で欧州
統一規格に基づくCE宣言を行うほか、スイッチや落下式故障表示器での中国強制認証規
格（CCC）及び標準端子台でのUL規格の認証取得、欧州特定有害物質規制（RoHS指令）
ならびに中国版RoHS指令にも対応しております。

　当社は、行動基準の中で人権の尊重を掲げ、毎年全従業員を対象に人権研修を実施し
ております。

　また、障がい者雇用にも積極的に取り組み、現在９名を直接雇用しております。

　様々なライフスタイルや異なる価値観を持つ従業員が、生き生きと働く事ができる職場環
境を目指し、ダイバーシティー推進活動に取り組んでおります。女性が仕事と家庭生活を
両立させながら、管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うことで、全ての従業員が
仕事と家庭生活を両立させながら活躍できる企業風土の確立を目指します。

なお、現在の当社の女性管理職は、取締役１名、マネージャー２名となっております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社では、投資判断に影響を与える決定事項、発生事実、決算に関する情報が発生した
場合等の重要事実の開示については、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程（施
行規則）に定める会社情報の適時開示等」（以下、「適時開示規則」）に従い開示を行いま
す。

　また、「適時開示規則」に該当しない重要事実以外の情報につきましても、公平に開示す
ることを原則として、当社の理解を助け投資判断に有用と思われる情報につきましては開
示を行います。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、内部統制の実効性を確保するためには、法令・社会規範・企業倫理遵守などのコンプライアンスの強化徹底を図り、適正な業務の遂行
を確保することが最重要課題であると認識しており、会社法第399条の13第２項の規定に基づき、「内部統制システム構築の基本方針」を当社取
締役会において決議しております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、事業活動における法令、企業倫理、社内規則等の遵守を確保するため、コンプライアンス規程に基づく行動基準及び行動基準ガイド

ラインを制定し、役員及び従業員に対するコンプライアンス意識の周知徹底に努める。

(2) 違反行為等の抑止、早期発見を目的に、内部通報窓口を設置し、専用メールアドレスへの通報を受け付ける。また、社外の弁護士へ通報でき

る社外窓口を設置する。なお、通報者には、通報したことにより不利益を被ることがないことを確保する。

(3) コンプライアンス推進のため、法令や社内規則の遵守状況の監視や是正等を目的としたコンプライアンス委員会を定期的に開催する。

(4) 社長直轄の内部監査室を設置し、経営諸活動全般にわたる制度及び業務の遂行状況を法令等遵守、財務報告の信頼性確保と合理性及び効

率性の観点から調査を行い、内部管理体制の強化、経営合理化、経営効率化の増進等に資することにより、会社経営の健全性を確保する。

(5) 社会秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団体等に対しては、組織的に毅然とした姿勢でのぞみ、一切の取引を行

わない。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役は、その職務の執行に関する以下の電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を取締役会規程ならびに文書管理規程等、社内規程に
従い適切に保存及び管理する。

(1) 株主総会議事録

(2) 取締役会議事録

(3) 取締役によるその他重要会議の議事録

(4) 代表取締役社長を決裁者とする稟議書及び付属資料

(5) 取締役を決定者とする決定文書及び付属資料

(6) 会計帳簿、計算書類等財務関連文書

(7) その他取締役の職務執行に関する重要文書

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、企業価値に多大な影響を及ぼすおそれのある事故・災害に関し危機管理規程を定め、対応手順をマニュアル化し、情報の混乱や連

絡ミスを防止することによって迅速かつ適切に対応する。

(2) 万一、事故や災害が発生した場合には、危機管理規程に基づき、直ちに危機管理委員会を開催し、被害ならびに社会的混乱などの影響を最

小化するために、予防対策ならびに事後対策を講じる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、取締役会規程及び取締役基本規程に基づき、代表取締役社長及びその他取締役に業務を執行させる。

(2) 取締役会は、執行役員を選任し、取締役会が決定した経営の基本的な方針、計画及び戦略に沿って取締役の業務の一部を執行させることが

できる。なお、執行役員は、執行役員会規程及び執行役員規程に基づき、業務を執行する。

(3) 取締役会から代表取締役社長、その他取締役及び執行役員に委任された事項は、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程等全社規程に



定められた手順に基づき、必要な決定を行う。なお、これら全社規程は、必要に応じ随時見直すべきものとする。

(4) 取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び各部署の責任者が出席する経営会議を毎月開催し、業務執行に関する報告や企画提案を行う。

経営会議での協議をもとに執行役員会で審議し、さらに取締役会付議基準に該当する事項については取締役会で審議する。

５．当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、企業集団を構成する親会社ならびに子会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

(1) 監査等委員会の監査の実効性の向上ならびに職務の円滑化を目的に、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、総務部の人員を通

常業務と兼務し必要に応じて配置する。なお、常勤監査等委員を置き、他に監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

(2) 前号使用人は、通常業務を行うとともに、必要に応じ監査等委員会の指示に従いその職務を行う。

７．前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同じ。）からの独立性に関する事項

(1) ６．で定める使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事評価、懲戒等人事に関する事項の決定について

は、監査等委員会の同意を得るものとする。

(2) ６．で定める使用人は監査等委員会に係る業務に優先して従事し、当該業務においては監査等委員会の指示のみに従うものとする。

８．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保する
ための体制

(1) 常勤監査等委員は、取締役会の他に経営会議や執行役員会に出席し、代表取締役社長、その他取締役及び執行役員の業務執行状況の報

告を受ける。また、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、社内の製品企画会議等重要会議への出席も行う。

(2) 常勤監査等委員は、奇数月開催のコンプライアンス委員会へ出席し、事業活動における法令、企業倫理、社内規則等の遵守状況、ならびに、

内部通報の有無、その対処についての報告を受ける。

(3) 取締役及び使用人は、監査等委員会より、稟議書等社内の重要書類の閲覧要請があれば、直ちに関係書類及び資料等を提出する。

(4) コンプライアンス規程により、内部通報制度を通じて監査等委員会に報告した使用人等を当該通報したことを理由として不利益に取り扱うこと

を禁止する。

９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行に関し、会社法第399条の２第４項の規定に基づく費用の前払い又は償還の手続をした場合又は会計監査人・弁
護士等の社外の専門家に対して相談する場合、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を会社が負担するものとする。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役は、監査等委員会の職責、監査体制、監査基準、行動指針等を明確にした監査等委員会監査基準を熟知するとともに、監査等委員会

監査の重要性、有用性を充分認識し、また、監査等委員会監査の環境整備を行う。

(2) 監査等委員会は、監査の実効性を高めるため、内部監査室と連携する。

(3) 監査等委員会は、効果的かつ効率的に監査を実施するため、会計監査人と情報や意見の交換等緊密に連携する。

11．財務報告の適正性を確保するための体制

　財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に従い、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適
正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体等に対し、社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を
持たないことを基本方針としております。

　また、2008年1月1日付で定めた行動基準において、反社会的勢力への姿勢として、「私たちは、反社会的勢力や団体等に対し、恐れない、 金を

出さない、利用しないを徹底し、毅然とした姿勢でのぞみます。」と定め、全ての役員及び従業員に対し、周知徹底を図るほか、取引先企業、 団体

等が反社会的勢力と関係がないかどうかを調査し、取引先との契約においても、反社会的勢力排除について取り決めを行っております。

　万一、反社会的勢力による接触、不当要求や妨害行為が発生した場合に備え、「反社会的勢力への対応手順」を制定し、全社に周知徹底を図

っております。また、総務部を反社会的勢力への対応部署とし、不当要求や妨害行為に対して、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の

外部の専門機関と連携し、適切に対応する体制を整備しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、現時点において買収防衛策を導入しておりません。

　このような中で、大規模買付者が現れた場合、買付者との円滑なコミュニケーションを行うこと、ならびに受領または送付した内容について速や
かに情報開示を行うことができるよう、内部体制の充実に努めております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制について＞

　 適時開示体制の整備及び運用状況



　ａ．適時開示体制の整備

　　　　当社では、投資者が的確に判断するために重要かつ必要な企業情報を適時適切に開示することを基本姿勢とし、ホームページ上でディス

　　　クロージャーポリシー（情報開示基本方針）を掲げております。

　　　　株主が企業情報を広く公平かつ容易に取得できる機会を確保するため、決定事実や決算などに関する情報については適時開示情報伝達

　　　システム（ＴＤｎｅｔ）により速やかに開示を行い、開示後は当社ホームページに掲載し、企業情報の透明性を積極的に確保しております。この

　　　ほか、適時開示制度において開示を求められていない事項につきましても、積極的な情報開示の観点からプレスリリースやホームページへ

　　　の掲載を行っております。

　　　　情報収集のための組織整備としては、社内会議の資料や議事録を閲覧できる体制を構築し、情報の共有化を図っております。また、適時

　　　開示に関する教育については、全従業員を対象に、重要事実の内容を含めたインサイダー取引規制に関する講習会の開催や情報開示担当

　　　者の外部機関への講習会の参加のほか、雑誌・書籍の購読により適時開示に関する知識、情報の蓄積に努めております。

　b．適時開示担当組織（担当部署及び人員数等）の状況

　　　　担当部署名　総務部

　　　　担当人員　取締役　執行役員　総務部長他２名

　　　　情報取扱責任者　取締役　執行役員　経営管理部門統括　人事部長

　　　　なお、適時開示手続については、参考資料「模式図」をご覧下さい。

＜内部情報管理体制及びインサイダー取引防止策について＞

　 重要事実等の管理体制及び役職員のインサイダー取引防止策

　a．インサイダー取引防止規程

　　　　適時開示規則に基づく重要事実に該当する内部情報の管理と、役員及び従業員の当社株式の取引に関する基準を定め、金融商品取引

　　　法に違反するインサイダー取引を未然に防止することを目的とし当規程を制定しております。

　b．重要な企業情報に関する管理体制

　　　　当社において重要事実が発生した場合は、インサイダー取引防止規程に基づき、各所属長は情報取扱責任者に直ちに報告、内部情報管

　　　理を徹底するとともに、遅滞なくこれを開示するものとしておりますが、その具体的内容、時期については、関係機関との相談、問い合わせ等

　　　を踏まえた後、取締役会において決議しております。

　c．役員及び従業員の当社株式売買

　　　　当社役員及び従業員が当社株式を売買しようとする場合、インサイダー取引防止規程に定める「株式売買事前協議書」を情報取扱責任

　　　者に提出いたします。

　　　　当該協議書が提出された場合、情報取扱責任者は、直ちに重要事実の有無を代表取締役社長と協議し、「提出者が重要事実を知りえる状

　　　況にあるか否かにかかわらず、重要事実が存在する」と判断された場合は、当社株式の売買は許可しておりません。ただし、「重要事実が存

　　　在しない」と判断された場合は許可しております。

　d．インサイダー取引防止に関する教育

　　　　当社役員及び従業員を対象に、インサイダー取引防止のための社内研修を実施し、 役員及び従業員にインサイダー取引防止を啓蒙して

　　　　おります。



【参考資料：コーポレート・ガバナンス体制 模式図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料：適時開示手続 模式図】 

(a）決定事実に関する情報 

総務部は取締役会で付議される事項についてあらかじめ把握するとともに、適時開示の対象となる決定

事実の有無を確認いたします。 

決定事実に該当する事項が有る場合、総務部は適時開示資料を作成し、情報取扱責任者に報告いたしま

す。 

情報取扱責任者は代表取締役社長に報告し、取締役会での決議後、ＴＤｎｅｔを通じて当該適時開示資

料を公表し、その後当社ホームページに掲載しております。 

また、決定事実に該当する事項がない場合であっても、積極的な情報開示の観点から当社ホームページ

に掲載することもあります。 
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     (b）発生事実に関する情報 

総務部は発生した事象に関する内容を把握し、適時開示の対象となる発生事実の有無を確認し、発生事

実に該当する事項がある場合、総務部は適時開示資料を作成し、情報取扱責任者に報告いたします。 

情報取扱責任者は代表取締役社長に報告し、承認を得た後に、ＴＤｎｅｔを通じて当該適時開示資料を

公表し、その後当社ホームページに掲載しております。 

また、発生事実に該当する事項がない場合であっても、積極的な情報開示の観点から当社ホームページ

に掲載することもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c）決算に関する情報 

総務部は決算短信を作成し、社内にて決算短信の確認を行い情報取扱責任者に報告いたします。情報取

扱責任者は決算短信を確認後、代表取締役社長に報告いたします。 

決算短信に関する取締役会の事項を得た後、情報取扱責任者は定められた時間にＴＤｎｅｔを通じて当

該決算短信を公表し、その後当社ホームページに掲載しております。 
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